
府中市リサイクルプラザ整備・管理運営事業

実施方針に対する質問（意見）への回答

令和５年７月

府　中　市



■実施方針に対する質問への回答
№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答

1 2 1 (1) オ 既存施設、新施
設、解体対象施設
及び改修対象施設
の概要

本計画は、既設施設を運転しながら、建設工事を
行い、新施設（マテリアルリサイクル推進施設）
建設工事完了後、解体や場内整備、渡り廊下設置
工事を行う計画と理解をしています。
表5 計画地に関する事項 に示されています都市
計画基準のうち、提案する計画によっては一時的
に基準を満たせない可能性があります。（例えば
容積率や建蔽率、日影規制、緑化率など）
計画通知（確認申請）を提出する際は、最終整備
内容で申請を行い、解体中は、新施設の仮使用申
請を行い施設運転をしなければならない場合もご
ざいますが、貴市のお考えなどございましたらご
教示お願いします。または、検討段階中でした
ら、要求水準書を公表される際にお考えをお示し
いただきますようお願いいたします。

施設の適法性は工事完了時の最終整備内容が対象
となることが一般的ですが、事業者にて本市関係
所管課と協議を行い、適法性を担保した工事計画
の提案としてください。
仮使用申請に関しても適切な工事工程の提示及び
行政協議の結果を以って要否判断となります。

2 4 1 (1) キ 事業内容 改修工事の改修時期については、表3に令和6年度
から令和11年と記されていますが工事の実施時期
については事業者の提案によるものと理解してよ
ろしいでしょうか。実施時期について、条件があ
る場合は、ご教示願います。

ご理解のとおりです。
ただし、本事業全体の工程を考慮した工事計画で
ある必要があります。

3 5 1 (1) キ(ｵ) 事業の対象となる
業務範囲

「⑦啓発業務（見学者対応及び行政視察等の本市
への対応支援を含みます。）」とありますが、事
業者が対応する具体的な業務内容をご教示お願い
いたします。

入札説明書等に示します。

4 7 1 (1) ケ 環境対策及び災害
対策

効果的な環境対策を実施し、環境負荷の低減や二
酸化炭素等の温室効果ガスの排出削減に努めると
ともに、本施設の立地等を踏まえた適切な災害対
策に努めることとございますが、具体的な数値目
標等ございましたらご教示お願いします。

入札説明書等に示します。

5 9 2 (3) ア 入札参加者の構成
等

「本施設の所在地をSPC本店の所在地として登記
することはできません」とありますが、事業費の
削減のため本施設の所在地をSPC本店の所在地と
することをお認めいただけませんでしょうか。

本施設の所在地をSPC本店の所在地とすることは
不可です。原案のとおりとします。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
6 10 2 (3) ア 入札参加者の構成

等
SPCから、運営・維持管理を受託するにあたり、
運営・維持管理企業から、協力企業などへ、業務
の一部（特殊な業務や専門性の高い業務）を再委
託することについて、お認めいただけますでしょ
うか。

SPCから、運営・維持管理を受託するにあたり、
運営・維持管理企業から、協力企業などへ、業務
の一部（特殊な業務や専門性の高い業務）を再委
託することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法
律及びその他法令に反さない限りにおいて市の事
前の承諾を得たうえで可とします。

7 10 2 (3) ア
(ｶ)

入札参加者の構成
等

「建設JVにより実施する場合は、特定建設工事共
同企業体(甲型)とする」とございますが、共同企
業体の方式(甲型または乙型)は事業者の提案とさ
せていただくことは可能でしょうか。

建設JVは特定建設工事共同企業体(甲型)としてく
ださい。原案のとおりとします。

8 10 2 (3) イ
(ｱ)c

共通の要件 「構成企業の役割に応じて、令和5・6年度府中市
入札参加資格を有していること」と記載がござい
ますが、貴市への入札参加資格申請の東京電子自
治体共同運営での登録用件で申請業種の組合せに
制限があることから、業種を問わず、令和5・6年
度府中市入札参加資格を有していることを共通の
要件としていただくことは可能でしょうか。

「構成企業の役割に応じて、令和5・6年度府中市
入札参加資格を有していること」を「令和5・6年
度府中市入札参加資格を有していること。」へ変
更します。

9 10 2 (3) イ
(ｱ)c

共通の要件 「構成企業の役割に応じて、令和５・６年度府中
市入札参加資格を有していること」とあり、ま
た、11頁ではプラント設備の建設を担当する企業
の要件として「建設業法第3条1項の規定による清
掃施設工事の特定建設業の許可を受けているこ
と」とあります。貴市への入札参加資格申請は東
京電子自治体共同運営電子調達サービスにより申
請しておりますが、清掃施設工事の特定建設業の
許可に対応する申請業種は〈46 焼却設備〉しか
ございません。本事業で整備するマテリアルリサ
イクル推進施設は焼却設備でないため、役割に応
じた入札参加資格は〈63 機械器具設置〉と理解
してよろしいでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No.8をご参照くだ
さい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
10 10 2 (3) イ

(ｱ)c
共通の要件 「構成企業の役割に応じて、令和５・６年度府中

市入札参加資格を有していること」とあります
が、東京電子自治体共同運営電子調達サービス
『建設工事等競争入札参加資格申請の手引き：四
十三版』23頁(10)申請業種 のとおり、〈07 建築
工事〉と（Ｂ）に該当する業種はどちらか一方し
か申請することができませんので、プラント設備
の建設企業と建屋の建設企業の個別の要件をそれ
ぞれ満たしている場合、プラント設備の建設を担
当する建設企業が、建屋の建設を担当する建設企
業を兼務できると理解してよろしいでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No.8をご参照くだ
さい。

11 10 2 (3) イ
(ｱ)c

共通の要件 「構成企業の役割に応じて、令和５・６年度府中
市入札参加資格を有していること」とあります
が、東京電子自治体共同運営電子調達サービス
『建設工事等競争入札参加資格申請の手引き：四
十三版』23頁(10)申請業種　のとおり、〈07建築
工事〉と〈3100 解体工事〉はどちらか一方しか
申請することができませんので、解体を担当する
建設企業は、解体工事の特定建設業許可を受けて
おり、かつ〈07 建築工事〉の参加資格申請をし
ている場合でも要件を満たすと理解してよろしい
でしょうか。

実施方針に対する質問への回答No.8をご参照くだ
さい。

12 11 2 (3) イ
(ｳ)b

(ｳ)c

管理棟の改修を担
当する建設企業

解体を担当する建
設企業

建設工事において協力企業が建設JVまたは建設企
業の下請けとなることは可能でしょうか。建設JV
の構成企業での参画ができない者が協力企業とし
て本事業に参加できるかを確認させていただけれ
ばと存じます。

建設JVまたは建設企業の下請企業として参加する
企業が本事業のコンソーシアムへ参加することは
不可とします。市と直接建設工事請負契約を締結
する建設企業又は建設JVを構成する企業、ＳＰＣ
と直接契約を締結する企業を構成員又は協力企業
としてください。

13 11 2 (3) イ
(ｳ)c

マテリアルリサイ
クル推進施設のプ
ラント設備の建設
を担当する建設企
業

質問No.9の通り、プラント設備の建設を担当する
企業の役割に応じた貴市への入札参加資格の業種
が機械器具設置となる場合、新施設の設計建設工
事に配置する監理技術者の必要な資格は「清掃施
設工事」または「機械器具設置工事」のいずれか
でお認めいただけますでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No.8をご参照くだ
さい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
14 11 2 (3) イ

(ｳ)c
マテリアルリサイ
クル推進施設のプ
ラント設備の建設
を担当する建設企
業

貴市への入札参加資格申請の東京電子自治体共同
運営での登録要件では、本施設の建設工事が機械
器具設置工事に該当することから、建設工事に配
置する監理技術者は「機械器具設置工事」の資格
保有者でよろしいでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No.13をご参照く
ださい。

15 11 2 (3) イ
(ｴ)

管理運営企業の個
別の要件

SPCから施設の運転管理業務を受託するにあた
り、参加要件を満たす複数の企業で共同企業体を
結成し、受託することは可能でしょうか。

SPCから、それぞれが参加資格要件を満たす複数
企業で構成される共同企業体に委託することは、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びその他法
令に反さない限りにおいて市の事前の承諾を得た
うえで可とします。

16 23 資料6 リスク
分担表

入札図書等リスク 事業者が△従負担となっておりますが、どのよう
なリスクを想定されているかご教示いただけます
でしょうか。

入札説明書、要求水準書等において記載がない事
項においても、事業者が実施方針及び入札説明書
等に示す現地見学及び資料閲覧において確認する
ことができる現地条件の把握は事業者の負担とし
ます。

17 23 資料6 リスク
分担表

用地確保リスク 市、事業者が行った調査により地中埋設物が発見
されたことによる費用負担についても用地確保リ
スクに該当すると考えてよろしいでしょうか。予
見不可能な地中埋設物に対して、事業者側では責
任は負いかねますので、事業者負担ではないとの
認識です。

市が提示した資料から合理的に想定される地中埋
設物が発見された場合は事業者負担としますが、
市が提示した資料から合理的に想定できない地中
埋設物が発見された場合は、原則、市の負担とし
ます。

18 23 資料6 リスク
分担表

税制度変更リスク 「事業者の利益に課される税制度」は、消費税は
含まれますでしょうか。明確化の観点から、「法
人事業税、法人住民税などの事業者の利益に関す
る税制度→事業者リスク」「それ以外の税→発注
者リスク」としていただくのはいかがでしょう
か。

事業者の利益に課される税制度に消費税は含まれ
ません。原案のとおりとします。なお、市は、消
費税の改定に従い必要となる対価を事業者に支払
います。

19 23 資料6 リスク
分担表

物価変動リスク 「施設の供用開始前のインフレ・デフレ」に関す
るリスクは設計建設業務に該当し、「施設の供用
開始後のインフレ・デフレ」は運営・維持管理業
務に該当するとの理解でよろしいでしょうか。

設計・建設業務については、ご理解のとおりで
す。管理運営業務に係る物価変動については契約
締結時からの変動を民間事業者が一定の範囲まで
負担することを想定しています。詳細は入札説明
書等で示します。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
20 23 資料6 リスク

分担表
施設の契約不適合
リスク

設定期間内に見つかった契約不適合に関するもの
とありますが、設定される期間とは、工事請負契
約等で定められる契約不適合責任の期間でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。



■実施方針に対する意見への回答
№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 意見への回答

1 7 1 (2) イ 選定方法 事業者選定においては「技術点」「価格点」にて
ご評価いただくものと推察しますが、民間ノウハ
ウの最大限の発揮、過度な価格競争による品質低
下回避などの観点から、技術点重視の評価基準
（例えば「価格３０：技術７０」など）としてい
ただきますようお願いいたします。

御意見として承ります。詳細は入札説明書等に示
します。

2 7 1 (2) イ 選定方法 価格評価点については、過度な価格競争を防止す
るために、一定額以下の価格点には上限を設ける
価格上限付評価を採用いただきますようご検討お
願いいたします。

御意見として承ります。詳細は入札説明書等に示
します。

3 8 2 (2) ア 事業者の募集・選
定スケジュール

落札者決定(R6年5月)から特定事業契約の仮契約
締結(R6年7月)までの期間が最大で2か月の予定と
のことですが、仮契約締結までにSPCを設立し社
内規定を整え所定の決裁手続きに則り契約締結を
する必要があるため、この期間を少なくとも3か
月程度まで延長いただきますようご検討お願いい
たします。

原案のとおりとします。

4 16 7 (2) その他の支援 近年、急激な物価変動の影響で、「発注者の予定
価格積算時」「事業者の提案価格積算時」「事業
開始時」の価格の乖離が大きくなっております。
事業の安定性の観点から、物価変動を適正に価格
に反映できるよう、初回改定の基準時点は「発注
者の予定価格積算時」近くにご設定いただきます
よう、お願いいたします。

御意見として承ります。詳細は入札説明書等に示
します。

5 23 資料6 リスク
分担表

法令等の変更リス
ク

法令等の新設・変更リスクは事業者にてコント
ロールすることが不可能なため、事業に直接影響
を及ぼすか否かに関わらず、貴市負担としていた
だきたいと考えます。

原案のとおりとします。

6 23 資料6 リスク
分担表

住民対応リスク 事業者が過度なリスク費を見込むことで事業費が
高騰することを避けるため、「上記以外」ではな
く、「事業者帰責による」としていただきたいと
考えます。

原案のとおりとします。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 意見への回答
7 23 資料6 リスク

分担表
住民対応リスク 「上記以外に関する住民の反対運動・訴訟等が生

じた場合」は事業者のリスク負担となっておりま
すが、事案によりリスク分担が事業者のみになら
ないと考えますので、双方のリスク分担が望まし
いと思います。

原案のとおりとします。

8 23 資料6 リスク
分担表

物価変動リスク 事業者が負担すべき物価変動の範囲につき具体的
な数値にてご提示願います。
入札から4年後に運営を開始することから、近年
物価の上昇傾向を踏まえ、運営開始時点で入札説
明書等公表時点との物価変動分は改定の対象とし
ていただけますようお願いいたします。

御意見として承ります。詳細は入札説明書等に示
します。

9 23 資料6 リスク
分担表

物価変動リスク 事業者にて保険に加入する場合は、保険料の変動
については、より実態に即した物価変動を反映さ
せるために〈「企業向けサービス価格指数」（日
銀調査統計局）の保険項目〉の指数をご使用いた
だきたく存じます。
なお、事業者に帰責性がない事象（自然災害等）
については貴市にて加入いただく建物災害共済保
険を優先して適用いただくことをご検討願いま
す。

前段後段ともに御意見として承ります。詳細は入
札説明書等に示します。

10 23 資料6 リスク
分担表

事業の中止・遅延
に関するリスク

建設着工遅延リス
ク

工事費増大リスク

工事遅延リスク

事業者が過度なリスク費を見込むことで事業費が
高騰することを避けるため、「上記以外」ではな
く、「事業者の責に起因する」としていただきた
いと考えます。

原案のとおりとします。

11 23 資料6 リスク
分担表

不可抗力リスク 不可抗力の費用負担として、一定程度までは事業
者が負担とありますが、一定程度について規定い
ただくようお願いいたします。

御意見として承ります。詳細は入札説明書等に示
します。

12 23 資料6 リスク
分担表

ごみ量の変動リス
ク

計画ごみ量については要求水準書に明記されると
思いますが、著しい変動の定義についても規定い
ただくようお願いいたします。

御意見として承ります。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 意見への回答
13 23 資料6 リスク

分担表
施設損傷リスク 事業者が過度なリスク費を見込むことで事業費が

高騰することを避けるため、「上記以外」ではな
く、「事業者の責に起因する」としていただきた
いと考えます。

原案のとおりとします。

14 23 資料6 リスク
分担表

施設損傷リスク 「施設・設備の老朽化」に起因する施設損傷リス
クが事業者の負担となっておりますが、改修対象
の管理用及び既存計量棟の老朽化については事業
者の帰責性を判断することが困難なため「新施
設・新設備の老朽化、運営不備、警備不備による
第三者の行為等に起因するもの」に変更をお願い
いたします。

原案のとおりとします。なお、詳細は入札説明書
等に示します。


